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本研究は，作業i投開設をr!l心とする政策の実行過裂を政策論的視点から分析したものである。

本j舗に入る的に政策論的視点をi指示しておきたい。

林政研究において，林政とは刊かという聞いかけは基本的なものであるが，あまりに;h~*(f/:J な

敢に答えることはむつかしい。とりあえず次のように定義してみよう o 林政とはう政府または地

方自治休が，林業の現実に対し一定の公共的理念の実現のために林野行政をililJ1史的手設として災

施する政策の体系である。問題は，林業に割る公共的現念とは持かである。すなわち，一般的に

は人間と森林との関係のどこに公共性の所在を求めるかであり‘当iujの課題としては，の林

業生践の常為の中に公共投そいかに見出すかということでもある。もとより，公共性は自!引のも

のではない。 とくに時代的な変化は大きし、。よりi説明的に見れば， J.ハーパーマス(1962)の指

摘したように，近代化の過胞の中で，公共性のありゴiは拡ー変し，いったん成立した公共関と私的

領域との災は，干lj:び交341ずる傾向にある1>。さらに，よりお2期的にも，佐和 (1984)の分針した

ように，戦後日本の高度成長期前後には社会的価縦士見純，経済政策の法制，さらに総務学そのも

のが， ];Lいに闘述を持って変化してきたのであり，この斗1で公共性のとらえ方も変化したものと

見なすことができる。政策におけるノfラダイム転換とは，この公共性の椛造転換と2まってよい。

その転換の内容を明らかにする方法論的視践は，荷主に拡大から紡少へという経済政策法制のIl寺IuJ

殺u，こ沿った移行にあるのでなく，また，政議対象の滋J誌を，水f;:j'増ililを仁j:I心とした版業政策から

潔域政策へと水5jZll4lJ，こ沿って移動することにあるのでもない。公共性の内容をあるl!m定的な仰i似

迎念の中に求めて脱線軌を作るのではなく，より分析的な地点lこなちE追って次のように考えてみ

たい。まず，経済活動が不可避的に持つ外部性おへの諮問を出発点としたい。外illWi:の制強を必

とする J~合が商い;場合にとられる務泌的な行動とその成栄が，公共性として認知されるのであ

る。この結よlミ，公共性なる理念形成のプ¥'Jセス，および，政Jl'tへ災体イとする会捌から政策実行ま

でのプロセスさ3らlにζ乙'各プ口セスにおl砂7るj政攻3筑f託i受2察等主イ体4本2の対j応，お志芯;がf研F肝i

政策のf決犬定と5受老容lにζついで翁穏「悶すべきiはま' 関係する各主体の怠江主決定のあり方である。一般的

に滋蕊決定は，私的~択と公共巡択とに大加することができるわ。まず，側別林家が仙の林家と

の相五鰐終ぞ経ることなく，自ら市場と対・応し，市場を介して，土;Lfu，資金，資材，あるいは労

働力を調達して議砕する経営行動に関する窓志決定通砲をT:L的巡択とI浮ぷ。これに来J-L"倒}JIj林
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家にとって， 1~1 分の経営行進bの紡裂が他の林家あるいは総織休と相立に怒号~$.し合うことが明示的

であり，椴1;1制強と集合的滋志決定を必援とし， しかも，その集合の要議たる1WI人や組織体が決

定結果に拘束される場合，その集合的な慾志決定過殺を公共滋択とiザびたい。

本報告は，以上の観点から寓111践において燥の単独補助事業として行われた作議道開設引識

の実i地j過松を追ったものである。事例研究の常として， 1命溜性の追求よりも，事実の提示にスペ

ースの多くがさかれざるを持.なかった。よ主体的な事実の追求の中で，絡事象にかい間見られた微

少な遊具を“とば口"として，公共性のジャングノレ構造に分け入ることにしたい。

なお，本研究は，長¥111s問調査をともにした概井徹郎氏の林道・作梁遊分析から多くそ学んでい

るヘ また，淵淡に際しでは，滋rlr県内の翻資銀蕗の林2誌の方々ならびに， ililJ1J村，および，森

衿組合のm当者の方々，さらに，富山県林政課の方々に多大の御協力を賜った。 ζ こに深甚なる

謝ぷを表するものである。

;古山県においては， 1977年から1980年にかけて践単独補助による「俊良林業地脊成パイロット

ヰ43長J(以下「パイロットホー議jという)が災地ーされた。

以下，事業の金問内容と実行組織について見ておきたい。事業内容は?同一市町村内で人工林

中が県平均をよまわる 100ha殺皮のまとまりを持ったi頂上也を編成し，まず， I刻地の所有林2誌に

よってi沼地単位の保育計i闘を作製する。その剖・磁を前提に，設!‘舗実行を容易にする基盤強備とし

て， ω作業道を中心とした生産基撚盤側，@林業機械や作業具など生産機材の縫合/Ii， @協議組織

の形成を挺iる，というものであった。感染設は 1ケ所2000万円で， !.l.~の制ì1l))ネは1/2 であったo

IiJ~識を挺擁したのは 8 地区であった〈炎 1 ，関1)。

(2) 縮退去方法

制査は， 1983年に 8.地区すべての射i色調主主を行い，関係の集権と個別林家へのImllXり創立読を実

施した。現地調査にあたっては，事業が金幽され林家によって受裂されて~fJに涜る過程をj閥次

区分することによって滋志決定のj母校に対し多段階的な検討そ加えた。

( J )誌による金的j(構想はi政策:!1議)と市i町村・森林組合への提示

市町村・森林組合の受容と地元林家への企闘の提示

事例研究の対象と方法1. 
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!対 1 パイロット 1将来 ltT，の 1ft"ほ

(11l) 林家レベルでの怠おの結集(受容の前期)

↓ 

(IV) 林家レベノレでの会/lIiiの具体化(受容の後JijJ)
↓ 

(V) rパイロットボj駐車111をJの結成

(VI) 事業実行

(けから (IV)の各段階でそれぞれの:u?:[tllI.lL.裟，提示，党容のj設松が繰り返され，その都trr，民

会的な;滋忠決定が踏み上げられる。この企iilli→提訴→受容は公共選択のプロセスをそデノレ化して

したものである G

2. 作業道開設事業の政策決定と受窮地松

2-1 政策総舗の発生

人工科;を対象とした作業遊OI1設が段レベJレのi次第縦揺として去を拐した背設とプロセスをみてお

きたい。政:U~課題が関惑になるためには，説冶:の林業生j患の問題点の認織と，その錦織そ政策斜

j謡へ具体化させる が必裂であった。前者の問題認織については窓JlI]Jj"k林業の現状とIHJ

題点を般理Hすることによって明らかにすることとし，後者の課題の具体化については， v誌林政相

当者の ~II寺の議論をとりまとめることによって追ってみた。

宮山L誌における符林生産は， 1970年代に入って倒人造林の後退 ししかわって造林公社・
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議~-2 't:JllJ~il:民有林人工;j;，j(紛級}}Ij動災

格 );X: 刀リ (96) 

41-50 51-60 61~ 

4.7 4.6 2.3 

24.0 4.2 4.0 1.7 

1，618 51.1 17.3 2.4 4.5 2.7 3.5 

f¥ J6 IIIJ 3，496 43.0 38.1 9.0 2.2 4.8 1.6 1.2 

H 1， 962 100.0 15.7 60.2 15.7 2.6 I 3.3 1.7 0.8 

j1: 111 IIIJ 1，894 100.0 18.8 40.7 15.6 6.5 11.7 4.9 1.7 

i!;. tJl: i1i 2，2:}5 100.0 24.8 29.5 日6.6 6.0 5.9 5‘6 2.0 

応部 IIIJ 872 100.0 19.2 87.8 26.7 H. 1 8.6 2.3 1. :3 

ぬr11，係会:体 40，413 100.0 I 26.2 39.0 1H.2 4.7 5.2 3.4 2.0 

づ討議l(=fhu) 7，265 100.0 25.0 39.1 21.6 6.1 3.8 2.5 1.9 

災市1.:‘80Aj:::センサスによる。 TlillIJ村別は，パイロット事業を災行した市町村のみ記入。

森林IJI~発公1:1:1 による拡大造**を中心として!紺JfJ されてきた。 Uft林l改も，拡大造林j)討?の1H.い手と

して，森林組合の育成に力を技いでおり，林家に対しては，林地の提供を求めるとともに 3 林業

労働力を森林組合作業班lζ編成する政策を進めてきた。このことは，過疎化の顕著な訟はi村にお

ける林地利mの促進をぼlると同時に，就業の;場を総保するものであった。

しかし， 70年代の後半に入って崎市は大きく変化してきた。年協議j氷雨綴の減少は激しく， 1970

JflJ立に 1，520haあったものが， 1980年度には 7881mと半減した。この減少のJAIIlは，部人造i*
が{lf.逃i;f.拡大J密林ともに全くふるわないこともあるが， .::1::たる明治は，拡大造林地i訟の減少で

あった。県内の民有林人工林本は1980&:1三躍において31%であり，全日~I の37%に比べ米だ低い水僚

にある。しかし，疑雷Z裂の気象条件とr:IJÍ:fl~ 111岳地，討を背負う地形条件から，人工林3富士むは91:.'lfrに

制約されており，践の森林詩|ー闘にもとづく目標人工林本42.5%に対して，進捗取はすでに73%に

している。今後，拡大造林が大艇に{111びる余地はないと考えられる。…ブJ，既存の戦後造林地

は，本格的な保育段階に入っていた。 1980年E芝の民有林の齢級構成をみると， 11年生から:均年生

までの除1M]伐 j~Jの林分が全体の58~ぢを市め，会問的な傾向とも一致している(表 2)。総沼地帯の

般に比較的政縦であることを割引いて考えるべきであるが，民有林の 11:1でとりわ iづ-'1J.J~J iこ造;j:;j¥が

始まった個人造林地はすでに制伐wnζ入ったとみなすことができる。少くとも齢級構成のよから

は保育段時以後の脊林生践へ沼を向けるべき 11をに湿ったのである日。

ところが，林家の7守林活動は必しも活発でなく分収造林に依存しがちなのも制災である。しか

し，戦後i密林の過，Jihlを1960年代までにさかのぼるならばヲ i込rl.ll s誌においても特徴的な符林生肢を

認めることができる。我々が矧伐WE盟の「ボカスギ型林業jおよび長伐矧到の「タテヤγ スギ製

林業jとして類型化したものであるヘ羽在，各地のザ…ダ一般を形成している林家は，いずれ

も各額損の1:1.1で一定の林分譲j誌を保持してきた人々である。しかし， 1960年代後半から急速に進

んだ椅袈締法の変化は，燥感材の;Jjft過を文えてきた電柱材や板搬の販路をせばめ，市場はね:材を

はじめ建築材加の小角材部裂を中心iC展開するにヨさった。こうした謝裂の変化は，ただでさえ符

林コストのかさむ積雪地帯の林業経営に滋欲を失わせ，手3・林技術の体系を崩してきたのである。

こうした状況に対する政策課題は，一方で流通消費国セの市場開妬と流通パイプの形成であり，

他方，向J*住拐では，何よりも;j:;j¥家の7制本生政への窓欲を引出し，生践活動の活性化を悶るこ

とであった。この保題に対する政策は，補効事業会核lこ椛艇がねられた。

当時の政策立2誌にむけての初発の論議では，第 11ζ，関陣争lfi助事業になく，県独自で行う必袈



性が切らかな司王設内容である ζ

と。賀~ 2 IC:，補助事梁としての

効果が明らかなもの。第 3，こ，

林2誌の自発的な参加により，地

域のニーズに即した長期的な波

及効果を期待し得るものが考え

られていた。

とくに，具体的な事業対象と

して，生産法般の立巡れが指摘

されていた。県内の林道・作業

の設状況をみると，保育作

業のためのこまわりのきく作業
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1. ~設 111日詩作栄滋延長 494.6km の体別内訳は造林公社 449.9km
森林開発公開 43.3kmその他1.4 k111 

2. ifnJ I~R林政務1資料より符/1\

林地を対象としたものは，きわめてわずかであった〈袋 3)。ただし，既布の造林地への作業i藍[)自

殺効果の大きいことは了解2されていたものの，補助事業として具体化するためには，第 1に，

業効果が主将lζ僻別林2誌の利議のみにとどまるものでは県林政に梁りにくいこと，第 2に事業地の

地元林家間の合意が得られるかどうかが懸念された。

2ω2 業:iE:闘の11:.案

政策謀磁を踏まえて，具体的誌が会隠され災施に移されるにはさらにいくつかの外的なイ

ンパクトが必要であった。

第 1に，政策としてのモデルの作在である o 設ill告，政府レベルの林政において梢造改諮政策を

より実効あるものにするため，側別林家の細分化された林土tl2そ間t塩化して集中的に投資する問地

共同化の施策がtl¥dれていた。これをもとに，さらにミニサイズで保持作業の促進に焦点を当て

たものが考えられたわけであるo 1i1'J 2 !C， ~区内でのi現与の司王議実行による地元林家のニーズの把

振であったo ~Il寺， g誌の普及事業のとして現地における間伐研修指導の実践があった。 ζ の

実行j自殺で地.5ë;jYj;家のニーズおよび伐出コスト誇十算の紡ðf~から，保育作業を進める上で， φ林道

よりもコストが低くつぶれ地の少い作業越の開設， (]}保育作業資への公的補助の 2点の必嬰性が

i児らかになった。しかし，当時は米だrI日j伐促進対策事業Jなど適当な悶j本補助事業がなく， r緑
林総合整備事業jによる保持補助も詩!'uni段階であった。鍔 3に，県内のマスコミにrm伐巡れの問

題が大きくとりあげられたことである(1975年 2月13f河北日本新聞， I司3月17日NHKおよび

KNBテレビj諮放地〉。

以上の結果，林地の部地化をriii挺として，作業道開設と保育事業のための協議組織化をセット

にした「パイロット事業J がJL~認されたのである。

この卒業の政策“ヒのねらいは次の点に応ったといえる。節 1に 1ケ所の事業規模の決定につ

いては，県内の個々の林家の人工林保有明離が小さく， しかも，作業道開設には人工林地のつぶ

れ地が生じる ζ となど集開化するための合意形成の難易を考えて，なるべく集落単位でfnjí訴し ~4~\

る規模とした。予算規模への配慮もあったが，集議機能への期待が企iilliの段階で存布した。節 2

1ζ，計閥単位が 100ha'"'-'200 haであり，全体の恕採が容易で締結な計開がたてやすい。しかも，

地元林家レベソレの!~業で問地全体の運営管理が可能と考えられた。賞~3 !ζ，林道・作業滋および

管理械など主主成法蝶への集中投資により，高椋路網問地が形成される。1i1'J4!ζ，生E立法螺の拡充

に，より集約な施業(間伐や枝打ち〉が導入できる。第 51こ，林分の;場所的な配践ま
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成した作業庁!"limが可能で，将来にわたっての安定した作業抵の予測が可能となる。会;6 (1:， 

!沼地を…つの林業モデノレ同地とし，周辺への波及効果を期待していた。

2ω3 市IIIH;J・森林組長?への合limの拠ぷ

lj誌からの挺示後のj説経は，打診一〉検討…〉応苓サ内iHN→県・市町村・森林総 3者I1JJの正式説明

会であった。この間，平行して候補j訟の選定が;進められた。

制殺を必袈とした主致:な問題は，市町村にとって，この事業を自己の林業行・政のiいでどのよ

うに位段付けるのか，@地元**l%~が卒業をけ入れる見通しについて，廿11り1寸や森林組合が事

業の災行lζ際しでなすべき役割について，であった。

①については，践のi改築窓おとは相対的に独自なilii町村の政策;ぷ志が働いたo t1Hに，法

織としての作梁道のあり方である。各市町村ともに， I現地内の道路街j立のよ針。もさることながら，

問地の符後にある公社地林地の既存の作業滋との迎結!こより， I立i地の城主計図えたより広域の終iJl有

効取をねらった。また，作梁;遊を将来格上げして林道さらにíÎJrnr*~・i誌とするために隣接した集落

ぞ結ぶ締結し道路となる計附を期待したことも笈裂な点であった。当時は，関の公共事業践によ

る林道終俄事業以外の作業迫・については，林業構造改善事業によるものがあったのみでなじみの

なかったこともあり，作業道を森林施梁のためよりもむしろ一般のよぽ路としての機能に期待をか

けたとらえ方が多かったのである。市町村のねらいの節 2は，県単独事梁を受け入れることによ

って，その後，より広域の受識を期待し得る政府の補助事業(とくに竺ill舎はf森林総合被官民事実えl
を引続いて受けようとしたことである。

次lこ，命については，各市lI!r村の[鼠かれた条件!とよって大きな設があった。ハードな条件は，

100 ha J2l.J二のまとまりある問地形成が可能な候補地の存犯であったが，さらlこソフトの条件が大

きく，まず，地元林家との交渉の難易についての見通し，あるいは，集i初日jの行政補助のバラン

スをとることへの配l払さらに，候補地の集落としてのまとまりの有無についてが考えられた。

Gむについてみると，市町村にとっては， !思ff!lL泊残へのMi則合践がもっとも大きな問題であった。

総事業貨は2 ， 000万円であり，路補助 1/2 の競りを慌に~鰯負t目すれば1 ， 000万円の文出となる。

県内市町村は，いづれも平llff部と11!開設Ilが併存しており，市町村の産業政援に占める林業の位院

は紙して低い。また，パイロット卒業のような小地域のニーズに合わせた事業の場合，受読者の

ír道路は自ずと ð~，とくなり， j~EJ淡ノイランス上， IIオ政措置はむつかしい。謀本的には， "iij"!JIJ村の林業行

政へのとりMlみの強弱と，前述の市IIIJ・村行政サイドの政策的な意図!こ合致する程度で補助本ががと

まったとみてよい。紡来的には表 4に示したように，金額rlJr町村負担にしたものから，八尾町・の

10%補助まで蕊を生じた。八尾fl汀の場合，毛事伊

でlはま， !.股皮示J林5本ドのi迭道造;成という4宕名守当lド悶iで文討出1しているo

地躍によっては，森林組合もまた独自な判断を持っており，造林公社の分収造林地の拡大にJUI

?守そょせたととろもあった。これは，従来から所有者の;な拘がまとまらず，契約に必主主な規模を

総保守さない地域が少なくなかったからである。しかし， r問題点のブJが大きく， [沼地のn!切liやiillJ

i盗さらには災行の管関，その後のHî~待作業など，本米，地元林2誌の尖行組合が混として担うべき

ものが，災擦には森林組合の閥にかかってくることは，十分予想されたo ;森林組合内部における

事業休iliiJの翻殺を必裂とした。

2…11 地元林家への{E:!i!Jiの

能示

地元へ政策案の内若手が記述ーさ

れるメカニズムは，どのi也i玄の

も共却して) (A)伝述~:j:休，
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(紛伝迷経路(打診と応答)， (c)受けとり主体，の連動にあった。形式的に見れば T市官問附I村村一の広報紙

やl閥沼3覧記文のイ伝云逮とz変芝わらなLい、、。 tしJかしい， 政3策f夜i箆混の成谷lは立 ζζ にカか主かつていた。 ωlはま， 市!問i町口

j林争純休!ド2政;狛沼豆.当者のi場場合と?森林組合の拙当者の場合があり， (c)は，地元林家のワーダーと目されてい

る人， ~英語専組織のj丸あるいは生態森林組合長の;場合もあった。 (A) は， (c)が地元林家相互の合:滋

形成にどのような役割を来し得る存在かを熟知している必要がある。まず(c)をiliiぶことが松本の

第一歩であり，以後，事業実行の最終段階まですべて(A)を通しで政策;窓忠は地元へ流れる。すな

わち，地元林家レベノレから見た政策決定の具体的な体現者は(A)となる。一方， (c)は，次の段階つ

まり，地元林家レベノレの志の給-柴のメカニズムと可能性をにらみあわせて，イ去述:するか11'かを

決定する。媒休ではあるが，窓志決定能力を備えている点， 1広去報紙の配布布i::J主T

(ωCο)の独自な判断が(仏ωA刈)とのズレそ封生ミじる ζ とも多しい、、。
;魚津市の場合，林家レベソレの既存の;蕊志決定の場は披数存在していた。集落単位の常会〈綜合)， 

実行組合，生脱線林組合である。林地にかかわる司王柄はどの場にも関係しており，さらに，

の問地を区関すれば内部の林地所有者は，異なる集搭l乙所腐する人々の築関となることが縦突で

あり，新たな;窓志決定の場が必要であった。氷見mや小矢部市の場合も，農業が比較的議んな*i~

i波であり，集落の枠級みと一致しない生路組織が多く，それぞれのリーダーシップも異なってい

た。 (c)がそのすべての場合の合意形成の可能性について十分な見通しを持てないことから米る(A)

とのズレである。逆に，器部市の場合のように，滋志決定の場が一本化されて， ワーダーたる主

体も明訂正な所では，この段階での(A)と(c)のズレは少なかったと言える。

2-5 林家レベノレの滋志の結集

(1) 結集の場の緒形態

伝-述された政策案が林家レベJレヘ伝わる経路と，殺終的な滋志決定の壊にヨきるまでの緒形態は

多様であった。第 1は，城端市の場合で， !:.佐渡森林組合の武・住者へ低迷されて，この組合が21:-た

るAi<志決定の場となった。{没者住地の大部分が側人有林でなく，生体:森林組合所有林地であったこ

とによる。

第 2~ま，候補地の所有者は多数であってもほぼ間ーの集落に腐するか，あるいは，間fiI{ないし

人数において主主主な所有者が問ーの集落に属する場合で，黒部市の池尻集落と'Jl村の高率徴集落

の例である。

第 3~ま，魚津市の初jで，伎十ìIì林地内の所有者も多数で，所属築務も複数， しかも，少数ながら，

不在村者所有も含まれるという状態であった。しかし，関係する荘村者の所属する集詰容を臼括ず

る組織に仁ざまケ住銀森林組合Jがあり，ここに伝迷され，第一の判断がなされた。

~~ 4 (ま，小矢部Tlfの場合である。倹ネïlì地の所有Jや~~誌は，どの集落〈北ーと八締郎〉においても

比較的小数であって 1所有者が，後数林家をがHきして 1;1[:…・八諮問生践森林組合J(ただし

任恕の組合)のような場をつくっていった。

都 5は，山町の場合，対象林家の所属集落はニつで， ]3:1ζi鉾桜しているものの，過疎化にと

もなう人口流出が激しく，不在村者のブJが:tE村者より多く， しかも荷較的にも在村者が必しも十

分なリーダーシップを発郊できなかった。ここでは，むしろ町行政の拘当者が， :{E村者，ならび

に不荘村者を集めて棚別に翻殺していく地穏をたどった。

さで，最終的な合意は，あくまで，問地内の林家主~BIjで決定されるわけで， Jニ紀の第 1から第

5までの諸形態にかかわりなく窓志決定の;場は 1つという見方も可能である。しかし，現実の合

意形成過税から見ると，この最終的な決定の場はあくまで結果的に形成されるものであり，緒形

態に示されたように，既存の場や新しくつくられた場を通して，いわば多設的な場で合;惑される

と考えるべきである。
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この段階で訴し合われた諜j舗は多い。まず，林家相瓦の問題と は，予定される開

地内での作業送開設にともなう殺JElとイ史認が粗製なることに組閣する問題であった。もっとも，

使議の裁は，林地到述距離，利用問f;[!1，つぶれ地の有無，個別林分の保育段階など比較的数似で

しやすいο しかし，符林作業をはじめとする林地利mへの意欲や方法に林家聞の波があるこ

とが司王をより不確実なちのとした。さらに問題は，滋終的な合~l1ç形成に怒るまでの手間i眠〈でま

ひま)，すなわち?を滋形成費用を各林家がどう考えるかであった。政策への対応や林家相互の内部

的な淵殺を袈する/1口組は，他にも，闘機務官15や上下水道などあるため，林地!C/茶iずる問題にどれ

だけ費用をかけるかは，当時地域へどれほどの公共政策が入っていたのか，あるいは，前述した

各林家の林地利用への恕欲とも続般に関5iliしていたのである。

次lこ，材;家と県・市町村・森林組合との対応について第 1の問題は，市附

lにζ加えてどれだだ、{けサ補jω助J)幼1);ををするのかということであつた。さらに， tfJ 2に，事業日1地の具体的な託/.

聞や制強，その後の符脱走立法:1ζ森林組合がどれだけ努与し得るのかが議裂であった。林家の協議

によることが政策のねらいであったが，多くの地区における現実の災行j必殺では森林組合への依

存度がi弱かったからであるo

(2) か、 ii/nlîニヶ地区のぞJf. {ý~

まず，三三ケ生政森林組合(以下，三三ケ~þ.森という)について説明しなければならない。

森は，熊谷，山女，沢の 3築搭の住民を権利者とし， i目if:Ji約 1，000haの林地から成っている。

1952年の魚津市合併に際い権利保持のため結成された組合である。林地は，集沼よりさらに片

貝JII上流域にあり，保安林地域である。戦前からl誌との分収造林を持なっており，経'討i山内の人

工林はこの民営林約 100h::tのみである。綴利者は，南m村すれば権利を失い，時び村にE迫れば権

利をi渇援することができる。 1952年の発足当時130名であったが，現在， 98名となっている。

組織の構成は，各常会から 2名ずつ役践が出で月 11IT1の「役災会J(組合長， h{IJ組合長，

会計から成る)を開き，また年 11mr総会Jを聞いている。なお会終搭の;官会について見ると，

鳥谷， ~LI 女， 5JZ.訳の各築躍がそれぞれ一院とニ誌に分かれており，合計 6の;官会が持たれている。

さらに，熊谷ニ肢と山女二i設を合わせて f来線JI去と呼ぶ場合がある。

総会では「万雑(まんぞう)Jと!呼ばれる会計決算と次年度予算の決定を行なう。 Ir-:l.務収入は.:t

として地代I1又入であり，①所有地内にある北l汲泡カの発?省所，窓kJ札銀総下などのi引法*if，φJ沙

問工事の補償料， @1955年lこ悶7宵林へ保安林として売却した収入の利子，といったものである。

一方，文1111立主主ケ地区の公共的な事業への十iIi助が中心であり，青年間育成政，@造林への補助，

φ林道助成，とくに公共事裁にかからない道路補修や，林道改良の地元負強分の}誌がわりなどを

行っている。

ニケ地長互にj期する悶やy誌の公共事業設，補助事業は，すべて，いったん主三ケ佐織の役員会には

かられる O

生森からのほ接的な補助のない事業および一部の築務のみがかかわる

している。また，年 1関税!協会をかねて関係官庁，市役所担当者と

予定地や， I波情扮jifrについて現地を見開ずることも組併となっている。

ついても生殺後述

が集まり，

以上のようなしくみそ持った地区であったため，パイロット県議の場合も，最初に役員会で説

明がなされたわけである。森林組合担5当者出席のもとで，生森の役員会において説明会がなされ

たのが1979年 3Ji4日であった。このJl寺は，事業受入れについて難告を示す;窓見が多かった。そ

れは， tfJ 1に，地元負担が事業裁の 3096，600万円が見込まれていたことから，負飽が大きすぎ

る点，第 21ま，前年度までの71<l1iの闘;場終filliや，東j続公民館の建設にともなう負鍛金があり，現

状では熊淑とするものであった。このように先行きの難行が予想されるスタートであった。
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この間，森林組合を中心に，地底i今において従来から作業遊が認まれていた人工林築中地域安

候補にプランのizi鍛はつくられていった。…方，~森役員会ぞ過し，各7首会に話は流されていた

が，事業にもっとも強くかかわる東路地底へのi遊緩の説明は，生森役員会から 1カ月後の 4sj 10 

1ヨに行なわれた。また 4月22臼には，黒部7有地尻パイロット地区へ， 29名で視察に行き， 2カ

月後の 6月21日{C，札市，森林組合と地元所有者との検討会が持たれた。

この段階において，地元所有者・から出された問題は， φ負jf!金の大きいこと，次いで， :li:*補

償問題であった。髄例では，一般j去1m1誕の車mオミには:li:木tlli携をしていないが，対象地が人工林で

あるため?樹立が必要であった。次に窃所有国磁の零細な人や，ニケ地区以外の不在村・所有者-の問

恕が?なにくいという問題があった。さらにゆリーダーシップをとるべき世話人が不夜という問題

があった。また p さらに， @:I守米の作業道の総持管:Emをどうするかという点もあり，@必ずしも

保育作業の意向そ持たない林誌とも少なくなかったことも問題であった。

以上のように，地元では，第 1{と事業費および補償銭の負制念，第 2!こ所有者間の利容の鵡i札

策 3!こ保育作業を合めた実行への窓忠統一が課題となった。当然の ζ とながら，これら 3殺は相

刀:に関係し合った課題である。とりわけ，地元負担感の引き下げが問題となり 7月17沼には市

への!波情が行なわれた。この結果， TI1"が作業道関投資の42%を補助することとなり，者i!j}司，地兄

負加は scぢとなった。こうしてようやく，具体的な計耐の対めにむけて地元関係者は勧告Eはじめ

たのであった。

2-6 林家レベソレの:Il":闘のよ主体化

議江主の結集の結果，司王議会青I-Wli実施する方向で勤きtJJした11寺，やらねばならない大きな問題は，

①作業巡の路線の決定，@立木十指摘やつぶれ地締般の問題，さらに⑨事業捜の地先負担分の負担

配分の決定であった。

恭本的には， oをTlifllr村，あるいは緑林組合に一四し，その設討を前提に@， φの話し合いに

入るという月三がとられた。しかし，@ならびに命の問題とφとは双方関迎し合っており，微翻授

が繰り返された。この櫛殺がもっとも長くかかったわけで，集まった林家集聞の;訟芯決定の特徴

が集約されて表われた。例えば，j~\体行Tの場合，前述のような市行政の負担殺のアップを実現す

る…方，地元林家相況で次のような検討を行なっている。

第 1に負銅器分について，謀本的な合主誌の方向は，問題をパイロット事業に限ることであり，

他の問題を持込まないという ζ とであった。そのよで，パイロット事業士山内での作業滋開設にと

もなう担?与をできるかぎり

に補償し合うことであった。そ

のためには現場の所有区分なら

びに立木の状況を.iE磁に知るこ

とが必要でおり，災地の計測と

航空写3誌を併用して所有法界の

入った林相関が掛かれ，所有者

別の街戦とH分状況の殺が作製

された。次いで作業道開設後の

各林分の立地条件と林齢から，

点、数が付けられ，負担金が算出

された(表 5)。さらにI作業道開

設にやl'う文隙水についてはうス

ギ、の関巡り ~T.径が 20cm 以上は

表向5 魚河川Tニケ士山i廷の終点方式における点数配分

立からの l 
林路市 問機道路敷隣接 50 ll1内外 50m以上

36年生以上 9 8 7 

16~35年生 6 5 4 

1(5又年は生雑以木下〉 2 1 

ζの方式では，原則としてl節税は考滋しない。ただし， 0.lha米総の
小脱線なものは%とし，逆に切らかに大~なi泌総のものは 2 僚にする。
また，つぶれ地がなく 50111内のものは，状況に応じて加算する。さら
に，将米，作業路にかかわる補修や災答後!日銀{立点数に応じて徴収する
ものとした。

災燃に徴収の対象となったのは50名(烈谷第21芸共有林を合む)で，
~'f}誌の合計は747/2.であった。汲i認は140点，点数ゼロが 2 名あり，3fZ.土請
は15ぷであった。 1点あたり1，500P3とし，各所有者の魚般金を算定し，
各人の}L~水の被fïîHi夜番[1{を援引いて徴収 Cx. 1立支払い〉。
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補償せず， 20cm未満については，大小にかかわらず 1本あたり300向で計算し，全員で補鍛ず

ることとなった。

第 2の問題であるつぶれ地については，基本的には補償はしないが，該当者の余所有地のほと

んどがつぶれる結果になる場合は補償するという方向で話が進められた。結果的に，つぶれ地に

あたる者の中で 2~ちが最後まで反対した。このため，路線変更し，勾舵を奴:翌日してう麹すること

によって実行しているo

以上の問題については， 1980年4月四日のパイロット事業組合総会結成のl時点では，米だ具体

的な方法の詰めが出来ず，その後， r役員会jを8名で綿織して， 検討を加えるとともに，各所

有者の合溜をとりつけるべく行動がなされた。負担区分の「評点jが現地翻弦により総定ずるの

は， 8月3臼のことであった。 ζ の時点で，他の佐渡機材lζ関する事務や，負担金の徴収が残さ

れていたものの，事実上，撲の合1まがなされたとみなすことができる。

2マ政策実行の成果

事業成果は，多l溺的かっ波及効果をともなっている。林家レベルの効果!と絞って大別すれば次

の31HU簡にでとらえることが可能である。 φ生磁器撚強備の効果。これは，さらに，林地のi沼地

イt，すなわち多様な所有者の林地をまとまった施業対象地として組織化する効泉と作業遊開設に

ともなう効果のニつに分けることができる。次いで，@協議組織形成の効果，さらに窃林家経営

レベノレにおける経営窓欲に与えた効果である。

このような成果の総合的な検証は，方法論を合め，今後の課題としたい。

保育作業をはじめ，協議組織化の傾向の帰趨については， j車1ZJ.11Hζ次のようにとらえることが

できる〈表6)。事業開始の新しい11山町や平村を除くと，第 1Iζ，保育のみならず木材生肢の災

絞が上がった地!区である。この木~;;j'生肢は主として|間伐木搬出であり，事業年度が終った後も実

行されている。第 2に，事業突行当初は，比較的，保育実椴が上がったが，事業年度を過ぎると

実行援がi減少した地iまである。

前者の，事業が継続している地域の条件は，まず，施業対象林分のl給級機成とl始級配援にかた

よりが少なく，盤起しから間伐まで各趨の施業実行ま設が予定できる地鼠ゆである。また，さらに住

関すべきは，事業英行組織のあり方である。一つは，魚津市ニケの;場合のように，所有者の協勘

作業としてとりくまれている場合，あるいは，黒部市地j況の場合は，パイロット事業史行総合が

各所有者の怒irUを集約して問地の維業者i澗iを立て，実行は森林組合作業斑というかたちがある。

保持実績の縮少が見られる地区の場合は，第 11口上記のような協議組織化が滋まなかったこ

と，第 2fム保育費j羽の問題で行き詰ったことを指摘することができる。このような地域では，

やはり「森林総合滋術事業」や!熟期事業などの補Jl)月T撲につながって，はじめて，突紛が1+1でく

るのが現状である。

3. 考察

3-1 公共趨択の述鎖

パイロット事業の合怒が形成される諸段備を整理したものが関 2である。〈けから(V)までそ

れぞれの簡で，政策の提示と受容をめぐって行動主体関の鵡終メカニズムが働いている。大別す

れば， (1)から(日〉までが政策提示サイドの合滋形成過視であり， 0りから(V)が林家サイドの

合窓形成過程である。 (ill)は，間サイドのベクトノレが交錯し合う場であり， ωと(c)はそれぞれの

サイドの窓患の体説者として立ち現われる。

本事業の政策的なねらいは，林家iζi直接働きかけて，林家の自発的な経営行動を61出すことに
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(1) (1]) 〈ぼ〉 (N) (V) 

M 

i認す会;殴形成i泌総の段|騎別経路

1) A， Cはそれぞれの政策案の伝迷35休と受けとり主体(本文 2--4淡参照)

2) (t)~(5)は，襲撃家レベルでの結集と合~~形成の場校生み出す務形態

あったわけで，その点からみれば，政策決定段階の(1 )と，:l品終的な受号室段階の(V)によって桃

成されるシステムこそ基本的なものである。

しかし，事例分析から明かなように，…つの卒業が決定され実行に移されるまでには， (V)以

外に， (日)(IT1)およびC!V)という線数の滋忠決定段階を経過している。しかも，それぞれの決定

がp 相対的に独自な公共選択過税であるのつまり，政策決定と受容というニつのカテゴワーに大

別するとあたかも収ーの公共逃択に統合されるかのごとくみえるものが，ヨミ療には多段階の議志

i犬泣からなる公共巡択の述鎖構造を持っているのである。

ただし，…述の窓;む決定過松が，必ずしも全体として統合されたシステムを形成しているわ

けではない。政策決定の段階も合め，各滋択過程において政殺の送り乎と受け手の聞で選択のズ

レないしギャップを認、めることができる。次lこ現与をかえてこの選択のズレについて検討したし、0

3-2 公共選択における公共性と外部性

林室長が作業道開設を補助事業によって実現させようとすると，一方で林地提供と1l1i伎を中心と
した林家相瓦の翻拡を必要とし，他方，すでに公共政策として県政レベルで決定された政策への

対応にもせまられる。このように公共滋択恐，現実の~*~誌の行動に即してとらえようとすると，

次のごつの局面を区分する必裂がある。

a ~本家柏J:iの集合的泣志決定

b 政府や地方問治体による公共政策あるいは森林組合，民業協同組合など中間組織体によ

る先決的な純2誌に対する政策受・2筆者としての意志決定

aとbとは設なり合う部分が少なくない。なぜなら， bはaを過して受容されることが多し、か

らである。しかし aとbは明らかなズレそ持っている。

1;f~ 1の問題は， bの政策形成で理念イヒされた公共性が，必ずしも札と…致しなLvjZである。 a

lま， j[lill}!J;/，;j;家の私的な巡択が，外部性を持っている lI~j ， イ'iliの :1:休の巡択行動 lζ践接的な影響を与

えてじるものであり，外部性の翻殺と設える。 bは，結果的lこ林2誌に外資Ilt生をもたらすかもし

れないが，がJよりも先決的な公共性の判断に組づ、く政策の受容過税で生じるものであり，林家の

自発的な経営行動による外部性と必ずしも一致するものではない。もちろんbの激策主体の滋志

決定設階に aが設なり合う場合に…致する可能倣が最もi悶い。しかし，そのようなケースはどく

稀であり，現実には，政策主体の行動と林家の行動の設が大きい。

第 2は派生的な問題である。往々にして， bがaそi話して受容された結果が，必ずしも bで惣
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;江容れていた公共性を兜仰せず，むしろ，私的な鎖域にとり込まれることがある。掬えば，林i誌

の場合，政策立案者・の立場からは単に滋路の経済効県のみでなく， /J、I見様林家中E1Iiの問地共同施

設を合む協業イちをねらいとしでいることが多い。しかし，林家にとっては，林lla到連機会の1i2由

度が高まり 3 林地に対する私的滋択の儲i戒を鉱げたことになり，外務Il性の節約効果を私的

ずることができるのである。さらに，節約部分を林議以外へ持ち出すケースがある。あるいは，

i践;誌の諸般強制jl7s，兼業機会を拡大することになったケースも同様である。これらのケースは，

林家にとっては外部憾の内部化であり，政策の;立場からは，公共性のあり方について，政策内容

の児院しをせまられることになるo

なお，外部性と公共性のズレについての現論的な検討は未だω1-'分に進んでいない。参加しf怒る

ものとしては公共経済学がある。公共総務学は，先験的な公共j概念を排し，かっ概念のあいまい

さを避けるため，結済nまとしての性格から公共性を理論化しようとしてきた。一般に公共l{;jの定

義は，財の供給主体の性格からするものと，財閥体の性絡からするものとがある。前者の場合，

私企業ではない公的主体(政府や地方公共間体〉が供給するi討を合う。しかし，供給主体が公的

であっても，…般会業と競合するj討を供給する場合は多く，調有i1木材の市場への供給など代表的

なものである。この方法ではIl)j椛な主主義ができない。そこで P.サミ品工ノレソン(1954)が純粋公

共財を共同消波〈等監的捜)の財-として定式化して以後，l{;j・自体の性絡で定義付けることが多い。

].M.ブキャナン (1969)は、財の不可分性の程度と得議者の数とから公共財の分類を行い， ζ れ

が広く利用されている。しかし，その後，私的財と公共1l:Jの統一的なj担保が試みられており，野

口(1983)は?ブキャナン (1965)のクラブ財の理論を手がかりに，財の共用グノレ…プの消波行動が

どのような外部性を持っかによって私的財から公共財まで幅広く説明可能だ‘として定式化を進め

fこ。

らの見解は野仁11ζ近い。しかし， J二記の bにj潟ずる局i磁を理解するには，公共主体の性絡

によるftjの分知の視点も捻でs!ifIい。瀦)11(1973)は，i.内政lこ外部性会持つ財を一般に集合財とし，

さらに，公的主体によって供給される財を公共財とした。本間(1973)は少し異なる観点から外務1;

性が，どのような主体による消費によって発生したものかが不分明なJ誌にこそ公共財の特徴があ

るとして，外部性と公共H;j'とを完全にi潟一視することに疑問を示した。また，頭部(1981)はより

秘織的に，外部性のとり扱いをめぐって制度ii!t択がなされる以上， 1ほの供給主体の公共性を含め

た定義が不可欠として，制度論の導入を提唱している。

3-3 協議化と合窓形成過程

以上で ，公共性と外部性のくいちがい

にもとづく選択のズレにもかかわらず結果的に事業実行に諮った理由については説明できていな

い。その明治を実態に日詳して解明するには， (1)から (V)の各段階それぞれの巡択メカニズムと

そのメカニズムを動かして合意に去るWJ協を切らかにする必張がある o i持者の巡択メカニズムは，

合意形成の場の問題と関述があり，次墳で検討・ずることとし，ここでは，後者の!fYJ'滋に関しては，

協議化問閣を考察したい。

そもそも意志決定を私的でなく公共的あるいは集合的に行わざるを得ないのは，向かのズレが

じるからであり，逆lζ合;滋の迷}或はさ立なる館域1c.1:tx:拠している。事業成果から凡で，政策提示

サイ Fと**家サイドの閉でズレた館域で最も大きな部分は，協議化問題であり，濯なる官iJU撲の最

大のものが，作業遊の開設効果であった。

しかし，協議化のズレはや1もすべてマイナスに働いたわけではない。協染化の過視を具体的に

分;ffiして検討してみたい。協議の概念は多義的であるので，協議の組織的機能を形成過程:に民IJし

て次のように分けてみたい。
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(司会問・翻強織能

(b) 生礎実行機能

(かの共同化機能

(b“2) 分業化機能

(a)の金阪・調数機能は，組織の対内・対外的な交渉力ないし折衝プJとみなすことがでさEる。(扮

は，生産組織としての実態を持つにヨさった総織のJ殺すべき機能である。 (b-1) は，土地の鈍供，

労働力についてのIliなる手間がえしから，部落共有林の共!司出役による手入れなども合まれる。

(b -2) は，践2誌の家旗労働や~主主した営農接聞に見られるように，主主i遊から販売まで分業化さ

れた総織力号告発仰するに浸ったliih業総織休の持つ機能をいう。

この分知のねらいは， (めの企悩・制慾機能を積極的に将filliずることにある。従米，協議組織と

しては，あくまで~Ei1草案行を実i擦に遂行する組織体としてのみ概念されてきた。パイロット

の場合， rパイロット感染実行組合jがそれにあたる。現実に機能しているのは， f:(~~lnlIの例であ

り，総合誌の協似!の労働によって問地内の保持作業が実行されているo この場合は(b -1) の共

同化機能が発持されていると考えられる。

とζ ろが，(N)と(V)の合;窓形成段階で，すで、iζ合:i?!;CIコ場は，抽象的にであれ，つくられてい

る。この集合的な;鼠志決定の場ζそ， (的の余聞・翻盤機能そ持った接関であり，既lζ協業化の過

に入ったものとみなすことが可能である。 rパイロット事業組合Jは取に形式を与えたに泡ぎ

ないともいえる。

以上は，作業道開設にとらなう外務lH!tに自覚的な林家による協議イむの組織的機能が，生i1i~法悦

猿備を実視させたものと考えられる。この点は，協議化を政銀問機にかかげる探政サイドからの

政議案とも合数していたのである。

しかし，多くのゆ:染地で，協議イじが住磁器撤強制にとどまり，保有作業以後の共同化へつなが

っていないことも事誕である。前述のように，これが，政策決定とj水量誌の怠忠決定とのI1¥jのズレ

としてきわだった点であった。このズレは，林家にとって外部性の制緩方法が， 7Zに外在的な組

織体lζ依有=してのみ行われるのではないζ とを治している。作業巡の場合，林家にとって，

が/ll米たことにより，いつでも指分で都合のよい11寺に作梁に入れるJ誌で，他の林家の行部jを制約

することもなく，自分も他から制約されないという条件が生じたのである。このことは，すでに

前項で検討したように，政策に員1]って開設された作業遊という公共Mの外出Ti効泉を各林景気が内部

化したと見ることができょう。

;)-4 負担i認分問題と合恕形成のJ品

(1) 負強区分方法と銭務機能

1:本家相立の蕊:志決定課j越のけJでj誌も滋裂なものは，卒業波の地元負担分安関係者がいかに負担

するかであった。各事例を務理したものが表?である。 ~ltm負担の配分方法を大別すると， 05起
質負J:li.tなし，①利用部騎;切り，@評点方式，@)部落殺(築落の一般的な費用〉配分と同じ，に分

かれる O

Oは?市町村負担とした例が見られる。@は，事業i沼地内の所有A森林iI!i般による比例配分で，

もっとも一般的なやり方であった。 ゅは，然体itfの併で， i五i騎訓では，作業道開設効W:の蕊がjE

般に反!決されないとして?前記のとおり，道路からの距離や林i輸によって効果そ点数で評価し，

負強配分を行なった。③は，際都市で見られた例で，具体的には次のように配分された。

配分比率のおI:/lJ方訟を 3，J1選類府窓する。第 1は，集落の戸数により均等に割る方法，第 2~ま，

所得や家格を考成した配分比で， 35として投民税により!哀;良が決める。第 3は，耕地およびiJJ林

面積i切り，である。そして，まず築蕗の総経緯を第 1 の戸数均等割りに30~ぢ，第 2 の所得制りに



海副7 地主己負 t弘通izの分 j双方法

:込 書!l j I3残E0iF級りE刻はうか，ち半Zらrl分均鉱初山
は，， {談也話の十補能助力金拘j利，用山林

， 

魚 tlt I 
現れ
8lt5
，に
5I

一

1
前ねー磁定鍵を額俗力を111.

か

l
成
ζ

，けし林てて今点，金数，巡を額鉱ぞか山出らの。す
E
そ
g 

立は!

八 J?:!'

IJ、矢部

J:ili5乙負狼ナシ

4

負段

oc
担を
E
能あ

施力芸の員Eな~Jのい立11寺tifjは5刻， 共有林のj'z:;;f三
てみ

3096 利用区域内の関税制

25Cぢ 山林I沼n.ttl.!ilj!己都議地内利用阪
fjllを按分

-各地l窓での間取り捌5設による。

ナシ

ナシ

157 

30%， 1il'~ 3 の~M也・山林氏制りに40%と配分し，それぞれの枠の中で，各戸の抱強分を算出する

ものである。パイロット事業費の配分も，結局，部落裁の総経貨の中に組み込んだかたちで清算

されたわけである。こうした負蝦方法は，戦後1950年代まで議山県内lζ広く行なわれていた。

小矢印市O)~j3:染地集落の場合，戦前は 5 段階に分け，戦後，魚津市のように 3 段階となり，さら

に，現在では，耕地のことは緋作j又別制り， I.Uのことは森林部騎劉り，一般の銀搭設用は戸数均

等割りになっている。パイロット事業の場合は，受益者の範闘がかまられるため，さらに，作業

道の利用面積の大小ミ去最5・Jぶして話し合いで制緩をつけている。

このように，負強区分問題の合惑に際して，話-し合いの目安となる鼠分J'<!.l立の考え方i(ζ各地区

で授がある。これを戦後の時間的な推移から見ると，集搭にかかわることは，すべて，集落設用

として…指して清算する方法から，各分野(水111，111，生活など)別にIZ分して清算する方法，

そして，司王議勾;の受読者・負担による鼠分へと移ってきたことがわかる。魚津市のa~z点方式は，さ

らにう側別事業における合躍的配分を徽践して押し進めた例といえよう。

このような推移を，集落機能の変化としてとらえることは可能である。すなわち，銭i謀説用に

おいて生態部門も生活部門もともに一指して負担配分が決められていた時の集落は，いわば，

、生産組織をl!qhとした生活維持のシステムを持った組織体かとみなし得るわけである。負蝦区分

方法の変化は，この組織休の解体過総とみなすことができる。

しかし， ζの築務機簡を霊視した分析は，ややもすると捺落総織を…仰の有機体として観念し

がちであり，合滋形成問題は，有機的一体性のt/liζ解摘されてしまうおそれがある。これでは，

現実に，集}容にかかわり行・勤している林家のダイナミズムは理解し得ない。そ ζで，集落として

のまとまりを次のように理解してみたい。

j良林業生態におけること地利用や月]排水，あるいは生活道路整備など，定住的な生活iこともない

各林家の行動が生じる外部性をいかに解消するかというJ誌で，長期的で持続的な外部性のプラス

・?イナスを解消する場として集落をとらえるのである。いわば銭落空間は，各林2誌にとって公
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共臨すなわち公共!はであるわ。魚津市の符I~t方式は私的泌択にもとづく外部性の内部イじとして

追求されているのに対し，応部市の剖は，集落のまとまりに対する公共滋択が働いたのである。

ただ，以上の考認さでは，なぜ，奥なる負担区分方法が選択されるのかを説明していない。当然，

の大小や関係する林家の酪駿比の締りの有無など，物的な条件も無視できないが，ここで

は，林家の接合的な;蕊志決定のJレーノレにあたる平等性のfA念に器関したい。どのような選択な平

等とみなずかによって，負担区分の選択は変化する。魚津市の評点方式は，個別事業どとの平等

性を追求し，潟部市の部議費削りは，長期的な視点、で平等性を迫求したといえる。

すでにJI!島(1973)は，共同体として観念される「村搭共同体Jに，私的な持分縦をlIijt!止として，

主体相互の形式的な平等性JJfUillが働くことのILlJl越を考量をしている。

議詰専の生活における平等性への怠忠は，桜丸:(1974)の指摘するような「ゴム8B版以Jを持った

有機的まとまりの内部での平準化ではない。集結のまとまりとは，私的な林家が，個別の泌:jJ~行

動により生じる外部性の解消そ求めてっくり出した共悶性のこととfJll解したい。

(2) 合滋形成の;闘について

政策の送り手にとって，その政策のきをけ乎・が波数個人である場合，W色合的合設がいかにすみやか

に形成されるかは，主立製な関心事である。合;叡形成のための淀川を小さくするためにも，合滋の

ためのJ:!JEおの制度的枠組みがあれば便利である。従米から，政策受容の合是認形成の場として集?容

に期待が寄せられてきた。余員一致脱出による!日米の集落の合意形成機能を2霊視したものであるo

しかし，近年， i.見{主化あるいは過疎化lこともなう集結機能の低下を背i止に，合泣形成のJ必とし

ての築総機能の見戒しが進んでいる。小泉他(1984)は，銀i縫i幾能後生j主組織と生活組織の問削で

とらえ，その変若手と再編成の1可能性を追求する中で，会員一致の合滋形成に1言及している。本

(1983， 1984)は，議搭を最小の「共同生活組域jととらえ，生政組織としての先行組合との役制

り分化を指摘し，合議形成のあり方にも悲があることを認めた。また，椀1(1983) fi " J. iV1.ブキ
ャナン， G.タロックらの公共巡択即論を瀦磁的に収入れ磁理を試みている。袋詰専の変容を， r'ム

ラ社会Jから fマチ社会jへの変化としてとらえ，合滋形成は，会員一致から多数決il討をとり入

れたものへ変わるとし，さらに合意形成の場は築港の範凶を超えて成城北することを指摘した。

これらの研究が示していることは，第 11ζ合;蛍形成の場として，従~ミ考えられてきた集落機能

は.，必しも十全に働いていないこと，第 2Iこ合;訟のテーマは生産から生活固まで多織であり，それ

よぞれに合怒形成のあり方・が，異なることである。多くの研究は，これらの築搭j機能の不完全さを

集落の変溶過棋の結線として，すなわち機能低下あるいは，都市の自治会i的な組織への変容とし

てとらえている。

これに対して孜々は，外部性の経済論の視点から集落のまとまりを月llM付‘ることによって，合

議形成の1協を各主体11自の政治交換の場おとしてとらえ試してみた。つまり方法として，既存の枠

組みを前提とせずに，テー?によって当事者間のfi'l9造的な意志決定の場を設定したのである。作

業道開設のように 1つの政策に対する公共選択の過砲の場合，集結はm投:な位置にあるとしても，

多段階の;滋芯;決定からなるプ Iコセスの一部にすぎないことがわかる加。策溶の変容については，

袋詰ぎの構成メンパーによる外部性の制強方法の変化として，また，政策に対する巡択のあり jJの

変化として，より実統的にとらえる必裂がある。現在，合滋形成の識は，段山村にあって，きわ

めてTlJ変的で多様な場として現われているのである。

; む わり lζ

林家の私的な経営行動の{銭域のr:j.l!ζ，公的な腿林業政策が，今日ほど広く介在している時代は
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イ告に見当らない。 政府や地方自治体が繰り出すii海地箆は， 1見林行政をj議過するものに!U~ つでも，

きわめて広範囲3K践家林2誌に命令びついている。政策の内容は似別殺業育成のみでなく，結泉(lSに，

住民の生活法離にかかわる政jf~ も多く，かっ，政策の波及効糸は，イ出誌に!ぷく及んでもいる。

この点，農林業政策の総体を単に産業政策としてのみならず広く公共政策としてとらえることは

当であろう。政策の災行される組織的な構逃も林家からよもで多設構造となっており，政府，都

府県，市町村，ならひマこ各穣のI:!J間組織体(森林組合，住桜森林総合，農業協同組合および各閣

の災行組合など)，さらに集溶組織をあげることができる。

このような林家への諸政策の閥織と浸透の現状に対し，倒別総主体としての段家林家の以泌

さらにはgE濃の裂弱を政策によってtili7'Oしているものと見なすことはー磁的であろう。林家の行

)libが，広域に拡大した結よね，個々の林2誌の私的な行・護bが，多聞的な外部性を主主じ，イ自の林家ある

いは組織主体との繍般の必嬰なj諮問を増加させ，よりいっそう諸政策を必然イちさせた側加も見詰

しではならない。がしかし，政策の送り手と受け手の構造に変化のないまま，政策内容と実行に

おいて公的鋭域と私的飯域の判然としない交鎖状況が生じていることも織かである。

このような状況の中で，現実の政策分析をより積極的かっ災前E的に進めるためには，新たな方

法論上の視!磁を必要としている。

以上，公共事j:，タI.M!}性，そして公共i採択の三つをキーワードとして分析を試みた。しかし，政

策泌択の過程がt:!:JJ心となって巡択の場内部の共体的なメカニズムについては何も鮮明できなかっ

た。また腎林の 2~UW.を認定しながらも，基機整備の効果と，林2誌の宵終生1m;白lfíi との関係にた

ち巡った分析ができなかった。さらに作業遊関税後の維持管理の問題にまで入ることができなか

ったJ誌も悔まれる。

合滋形成のあり方，それiヨ{，q，:が問題になるのは主に公共;選択の場合である。公共滋択の研究は

ゲーム論的な定式化の方向での研究が燐んで災紅的な研究はきわめて少ない。今後のj民闘を期し

たし、。

イぇ 文

1) J .ハーパー?スの分析については， tí~~ 5 }事e16節，続Il谷沢 p.197 

2) 外部性について，本稿では外部効来，外部経済および不綴続というmm削減主主に佼閉している。外i料金
の1現li仰は， 1¥シトフスキー(1954)による。他に，鈴木:(1百67)およびG. タ口ック(1970)が参考となる。

3) 公共選択というj制的立， ブキャナン・タロック(1962)流のいわゆる公共逃択や派のt詰問する Public 

Choi伐による。総本でも力11総(1983)をはじめ近年主!1"i遣な研究が行・なわれ，研究会総「公共滋択の研究J
(1981年創fリ)があるo 研究MJ!!l¥のとらえ方は研究者・によって阪が大きいが，…般には公共経済繁あるい

はl誕生総務学の一分野とf与えられている o [潟谷 (1981，1985)はより広綴に新しい政治経消学としてと

らえている。経済政策論としては，ケインズ総務政!!fHζ投?内的な;分:場をとるjあ合が多い。なお，会医者ら

は，公共巡択学派のケインズ批判とは見解を!1~にする。
4) 滋111除i局窓の報告-は r地J樹木染形成立す策綱絞報公滋J(1973) でな~れており，*稿は， この

ら執を続分を;!.1~1絡に改稿の上，とりまとめたものである o
5) 以上の数値は潔111終森林iil関iによる。
的 資林生践の 2類型浅は，前掲「調j[報告書J1ζ統一~~を記した。
7) 11l.H寸~r渇を公共j前向性格をj寺つものとして分析する研究は米だ少ない。にこでは初)11(1985)をあげてお

くO

8) 政治交換については片附(197:3)そ率J!¥{o

9) あるいは，ゴニJ:Il!保全や資源管理を含めて悠滋の定住~II却としての役割りを強制するならば，集浴とは，
災j倒的!c中rJ!14なるテー?の巡択j創設が多E設に集合した場とみなすこともできる。
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Summ札ry

1. Thc purposc and mcthod 

Today， the policies of the central and local governmcnt have great Infiucnce upon individual 
fo代目tmanagemcnt of pr初日teforest owners through policy instruments of various subsidized 

wo1'ks. 

It i日比 g1'catquestiol1 fo1'札 privatefo1'est owner how to 1'espond to the policies，乱ndat the 

samc timc， thc dccisiol1 is not made only by his private choice but by the collective <tnd public 
choice. 

This rcsea1'ch attemptccl ~土 positivむ study of public choicc in thc dccision making proccss of 

thc individual forest management. 

Since 1977， Toyama Prefecture has carried out the fo1'巴stroad construction p1'・ojectfo1' 

p1'Ivate forest land manag己mentas onc of subsidized works. We made mcntion of cight towns 

and villagcs in Toyama. 
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Thc mcthod i古川 fol1ows. Fi1'st， wc cxamincd thc scvcrul phascs bctwccn thc policy making 
of thc local govcrnmcnt and thc plilcy acccptance of thc fo1'est ownc1's group. Second， we 
found both thc scnde1'札ndthc take1' of th巴policyin each phase札ndwc lookcd into the p1'ocess 

of planning， presentatiol1s 01' introductions， and acceptancc. 
2. Policy decisions and acceptancc proccss 

Phase 1: Policy maki時間dp1'oject fo1'mation 

'1'hc projcct involved four plans， that is， the formul乱tIonsof for色stplfmning ar巴<1， thc COl1-

はructIonsof forcst road， thc cquipmcnt of instrumcnts ttl1d machincs， and thc promotion of 
thc coopcrution wor・k.

Ph山口 2: Prcscntatioll to towns and villagcs 

It dcpcnds on the importancc of forest policy in public tldministration how much subsidy 

the towns or villagcs can offcr adding to thc subsidy of the local govcrnmcnt. 

Ph乱sc3: Prcscntation and intl・oductionto forcst owncrs 

Gcncl'aIly speaking， a leadcr of rurul community works as a takcr of thc policy. Thc 

favorable rclationship betwccn a takcr and a sender is th巴 keyto success. 

Ph札sc4: Conscnsus building in thc rur叫 community

Prior to the conscl1sus of the group of benefieiaries mutual unclerstancling is ncccssary in thc 

community. Thc cases札reas follows. 

(1) An organization of the common fa1'm forcst 

(2) '1'hc rural community 

(3) '1'h巴positivebehaviol' of inclivicluals 

(4) Combihation of thcsc thl'・cecases 

Phase 5: Consensus builcling in thc g1'oup of bcneficiaries 

Th巴 bencficiaricsscrutinizc tbe pr吋なctand coorclinatc thcil・owninte1'ests. 

(1) Decision of the routc of thc fo1'巴stroacl 

(2) Compensation 1'01' the damagecl standing trees 

(3) Decision of thc individual日harcin total cxpcnses 

(4) Planning・thecoopcratiol1 ¥Vork 

1n thc乱bove，the main j)l'Oblcm was (3). 
3. Discussion 

Th巴followingpoints wcrc cliscussed. 

1) The existcncc of the cOl1sccutive phascs of public choice process iロrclatiol1to th日

proJcct. 

2) '1'hc clivergcnc巴 bctwccnpublicncss and extcrn札liticsin thc public choicc proccs日.

3) Th巴vicwof th巴 consensusbuildil1g in th巴札cccptingproccss: '1'hc principlc of 

'cqu乱lization'to thc rural community. 




